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産業振興・働き方改革調査特別委員会会議記録 

 

              産業振興・働き方改革調査特別委員長 川村 伸浩 

 

１ 日時 

  平成 30年 1月 11日（木曜日） 

  午前 10時開会、午前 11時 44分散会 

２ 場所 

  第１委員会室 

３ 出席委員 

  川村伸浩委員長、柳村一副委員長、髙橋元委員、軽石義則委員、千葉進委員、 

福井せいじ委員、神﨑浩之委員、工藤勝博委員、五日市王委員、小西和子委員、 

臼澤勉委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  日向担当書記、古屋敷担当書記 

６ 説明のため出席した者 

  厚生労働省岩手労働局長 久古谷 敏行 氏 

７ 一般傍聴者 

  １名 

８ 会議に付した事件 

 (１) 調査 

    働き方改革について 

 (２) その他 

    次回の委員会運営について 

９ 議事の内容 

○川村伸浩委員長 ただいまから産業振興・働き方改革調査特別委員会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程のとおり、

働き方改革について調査を行いたいと思います。 

 本日は、講師として、岩手労働局長、久古谷敏行様をお招きしておりますので、御紹介

いたします。また、職業安定部長、清水様と雇用環境改善・均等推進管理官、菅野様の２

名に御同席いただいております。 

○久古谷敏行参考人 ただいま御紹介のありました岩手労働局長の久古谷です。県議会の

皆様には、日ごろより労働行政の推進に関しまして格段の御理解と御支援を賜っておりま

すことをこの場をかりて厚く御礼申し上げます。 
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 また、本日このような形で働き方改革について説明する機会を設けていただきまして、

誠にありがとうございます。後ほど働き方改革の内容と、それに基づき私ども岩手労働局

でどういう活動をしているかについて簡単に御説明申し上げたいと思います。本日はどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

○川村伸浩委員長 久古谷様の御略歴につきましては、お手元に配付している資料のとお

りであります。 

 本日は、働き方改革についてと題しまして、働き方改革の必要性やその実現に向けた対

策、現在の支援策等についてお話しいただくこととなっております。 

 久古谷様におかれましては御多忙のところ、このたびの御講演をお引き受けいただきま

して、改めて感謝を申し上げます。 

 これから講師のお話をいただくことといたしますが、後ほど久古谷様を交えての質疑、

意見交換の時間を設けておりますので、御了承願いたいと思います。 

 それでは、久古谷様、よろしくお願いいたします。 

○久古谷敏行参考人 本日は、お手元に資料１、２を配付しており、資料１は働き方改革

について私どもが事業所訪問を行った際に、事業主の方たちに働き方改革というのはこう

いうもので、どんな考え方をすればいいのかということについて、簡単に説明を行ったも

のです。また、資料２は私ども岩手労働局で現在実施しております行政分野の各種の実施

状況について簡単にまとめたものです。本日はこの資料１、２を中心にお話ししたいと思

っております。 

 さらに、参考資料をＡ、Ｂ、Ｃの３種類準備しております。参考資料Ａは、働き方改革

の実行計画の概要版です。皆様御存じのとおり、働き方改革は総理大臣を座長とする働き

方改革実現会議の中で決定されているもので、昨年３月 28日にその会議の場で今後の働き

方改革をどのように実行していくかについての計画が定められましたので、それを参考に

添付しております。 

 また、参考資料Ｂは、私ども岩手労働局で、どのような課題があって、どのような対策

を行うのかということを簡単にまとめた資料を作っておりますので、参考までに添付して

おります。 

 また、参考資料Ｃは本日の説明には直接関係はないのですけれども、今の岩手県の賃金

の状況が他県に比べてどのような状況であるのかがわかるように、厚生労働省で行ってお

ります賃金構造基本統計調査の結果を一部抜粋したものであり、中身につきましては産業

計及び主要な産業別に男女計と男女別、あとは最後の参考資料の３は初任給情報です。学

校を卒業して初めて就職するときの賃金水準がどれぐらいかというものをまとめたもので

す。 

 まず、説明に先立って、私どもの労働行政がどういう体制になっているのかについて、

皆様御存じだと思いますけれども、ごく簡単に御紹介したいと思います。参考資料Ｂの一

番後ろを見ていただきますと労働基準監督署、ハローワークの管轄図というのがありまし
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て、それを１枚おめくりいただきますと労働局の組織図及び所掌業務が書いてあります。

私どもは厚生労働省の地方組織で、全国 47の都道府県に労働局というものがあります。そ

のうち私どもは岩手に置かれている労働局ということで、総務部、雇用環境・均等室、労

働基準部、職業安定部というものがありまして、そこに書いてあるような業務を実施して

おります。また、下部組織ということで労働基準監督署、これは主に労働基準法ですとか

労働安全衛生法などの違反がないかどうか見るとか、違反があった場合の取り調べや是正

を行うような組織、いわば労働関係の警察署のようなところですけれども、そういうもの

が県内に７署、あとハローワーク、こちらは求人者と求職者の結合を図るというような職

業紹介を実施しているところですけれども、県内に 10の本署と２つの出張所という体制で

行っております。 

 それでは、本日の議題であります働き方改革について御説明したいと思います。資料１

をごらんください。資料１の中身は、目次にありますように働き方改革がなぜ必要なのか

というお話と、２番目が現在問題になっている大きな事項ということで、２つあるうちの

１つ目の長時間労働をどうすれば是正できるのか、その次が同一労働同一賃金ということ

で、同じように働いても説明のできない不合理的な格差がある場合は是正する必要がある

と思いますので、そういったことについて書いております。４番目は中小企業についての

コメントです。５番目は現在の支援策ということで、私どもが働き方改革のために、具体

的にどのような支援策を行っているのかについて書いております。 

 それでは、早速内容に入りたいと思います。まず、なぜ働き方改革が必要なのかという

ことを書いておりますが、現在の日本の状況は少子高齢化が進んでいる。人口自体はそう

急激な減少ではないのですけれども、若い人が少なくなって高齢の方が多くなってくる、

結果的に働くことができる人の人数がどんどん減っていくという状況になっております。

働ける人が少なくなっていくような状況の中で、これまでどおりの経済規模を保っていく

には、やはりこれまで以上の方に働いてもらうということが対策の一つでありますし、あ

とはもう少し少ない人数でも効率的に業務を回すようにして、少ない労働力人口でも同じ

ような経済規模が続けられるようにということが２つ目であります。 

 しかし、実際にこれを移すとなるとさまざまな問題点があります。資料に書いてありま

すように、その中でも大きな要因と思われていることが２つありまして、１つは長時間労

働ということがあります。長時間労働が進めば、仕事と家庭生活の両立が難しくなって、

特に現状を見てみますと女性の方が家庭の事情で働きに出られないというような方もおり

ますので、長時間労働を削減していく必要があるのではないかということが問題点の一つ

であります。 

 ２つ目が正規・非正規の不合理な処遇の差ということがあります。現在、日本全体で見

ますと、働く人の約４割弱がいわゆる非正規と言われる働き方になっておりまして、昔は

２割切っていたのですけれども、だんだん多くなって、今もう４割に近いような状況にな

っております。合理的な説明ができるような賃金体系の違いというのは許容すべきなので
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しょうけれども、合理的な説明ができないような格差については是正する必要があるとい

うことで、同一労働同一賃金の考え方を推進しようということになっております。 

 次に、２ページに入りまして、では働き方改革というのは具体的に何をやるのかという

ことになりますと、実は働き方改革と一言で言っておりますけれども、内容はかなり多種

多様なものが入っております。そこに書いてありますように１番から９番ということで、

一番大きなのは１番目の長時間労働の是正、２番の非正規の処遇改善ですけれども、それ

以外にも労働力人口が減少していく中ではさまざまな人に活躍していただく必要があると

いうことで、女性、若者が活躍しやすいように、あるいは病気の治療や子育て、介護、あ

るいは障害者の方の雇用も推進していく必要がある。あとは柔軟な働き方がしやすい環境

ということで、特に都会なんかで通勤に１時間とか２時間かかるような環境もありますの

で、テレワークといったような柔軟な働き方も推進しよう。あとは少ない労働力でこれま

での経済活動を支えていくには生産性を上げないといけない。生産性を上げることによっ

て企業の収益が上がれば、それは労働者の賃上げに回してもらって、経済の好循環に結び

つけようと、そういうことが賃金引き上げと労働生産性向上であります。あとは、雇用吸

収力の高い産業への転職、再就職支援ということで、産業構造も変わってきますので、そ

ういったものに合わせたものとか、教育についても充実させる、あるいは高齢者とか外国

人の人材についても考えていく必要があるということで、１から９までが具体的なテーマ

として挙がっております。 

 次の３ページに関しましては、働き方改革というと労働者のための政策というふうにも

取られることがありますけれども、実は働き方改革を実施して、労働者が働きやすい環境

を整えるということは企業にもメリットがありますよということであります。労働者の就

業意欲が高まるということは、やはり職場定着も進む、結果として企業の業績アップにも

つながっていくということでもあります。 

 次の４ページについては、今具体的に各企業で取り組まれている活動について紹介して

おります。まずは、時間外労働の削減については経営トップの方がメッセージを発信する

とか、あとは仕組みづくりということでノー残業デー、ノー残業ウィークというようなも

のをつくる、あるいは長時間労働を抑制したことを管理職としての評価ポイントにして、

組織としての時間短縮についての動機づけをつくるということであります。また、仕組み

づくりだけではなくて、実際の企業活動ということで業務計画とか要員計画、業務内容の

見直し等についても取り組まれている企業があります。 

 また、年次有給休暇につきましてもなかなか取得率が上がらないというのが実情であり

ます。同じ資料の 20ページを見ていただきますと、グラフをつけておりますけれども、こ

れは全国のデータですが、大体与えられた年次有給休暇の半分程度しか消化できていない

という状況があります。それで、岩手県の状況につきましては次の 21ページにありますけ

れども、全国平均をやや下回る結果になっておりまして、やはり取得率は下から数えたほ

うが早いというような状況になっております。 
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 また４ページに戻っていただきまして、そういうことで長時間労働の是正なり、仕事と

家庭の調和を図るには、やはり年次有給休暇の取得促進も必要であるということで、そち

らについてもここに書いてあるような取り組みが実施されております。 

 続きまして、５ページに参ります。意義はわかった、各企業での具体的な活動例もわか

った、それではその会社で具体的にどういうことを考えていけばいいのかということを簡

単なチャート図にまとめたものが５ページです。まず、長時間労働になっているというの

は、１つは人数に比べて業務量が多い。対策としては、初めの２つの仕事量を減らす、人

員を増やすということはある意味直接的な解決法なのですけれども、なかなかこの２つは

実行することが難しいかと思われます。そうなると、少ない人数で業務量をこなすには省

力化投資を行う、あるいは仕事が非効率であるということであれば効率的にするような見

直しを行う必要があるし、あとは働く人の考え方というのが、長く働いたほうが評価され

るというようなことが昔の高度成長時代にはよくあったのですけれども、現状だと時間を

かけて成果を上げるというよりも、どれだけの時間をつぎ込んで、どれだけの成果を上げ

たかという生産性を考えて、労働力が無制限につぎ込める状況ではないという認識のもと、

業務を進める必要があるというふうに考えております。 

 今働き方改革の中でも、いわゆる過労死事案に対応するということがありますけれども、

現在の法体制の中でも何の対策もとられていないわけではありません。６ページに書いて

ありますように、現在の法律の枠組みの中でも労働時間は１日８時間以内、週 40時間とい

うものがあります。 

 また、休日も週に最低１日はとらなければならないというものがありますが、３番に書

いてあります、いわゆる 36協定、これは労働基準法の 36条に定めがありますので、36と

いう数字を取って 36協定と呼んでいるのですけれども、原則１日８時間、週 40時間とい

う基準があるのですけれども、労使の間で合意ができればこれを超えて働くことができる、

あるいは働かせることができるという仕組みがあります。これも無制限にできるわけでは

なくて、６ページの右下のほうにありますように１カ月で 45時間、３カ月で 120時間、１

年で 360時間というような限度があります。しかし、後で法律改正の話をしますので、そ

っちのほうでもう少し詳しくお話しますけれども、現在は特別条項というのを結べば、臨

時的に限られた期間であればこの範囲を超えて働かせることができるという仕組みがあり

ますので、そのような中で実際月 80時間超え労働、あるいは 100時間超えの労働が実施さ

れているという現状もあります。 

 また、長時間労働に対する歯どめということでは、割増賃金ということで、残業に対し

ては通常よりも高い率で賃金を払わないといけないというような定めがあります。また、

労働安全衛生法では労働者の健康を守るために定期健康診断、あるいはお医者さんの面接

指導、ストレスチェックというような仕組みも導入されております。しかし、このあたり

ももう少し強化しようということで、後ほど説明いたします働き方改革に関する法律改正

というのを現在政府として準備しているところであります。 
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 続きまして、７ページに移りたいと思います。先ほど非正規の方は現在全体の４割弱い

ると申しました。詳しい話はここに書いてありますように、平成 28 年度で全雇用者の

37.5％が非正規の労働者ということになっております。ただ、年齢別の構成比、各年代別

に非正規の方がどれくらいいるかということも見てみますと、男女別あるいは年齢別に見

てかなり大きな差があります。高齢の場合は定年退職後に非正規の働き方を選択される方

がかなりいるということと、女性の場合はやはり家庭生活の両立ということで、非正規と

いう働き方を選択されている方がかなりいるというような状況もあります。 

 実際こういった方の正規と非正規についての賃金差を見たものが７ページの中ほどにあ

る表です。一般労働者と短時間労働者では、やはり働いている時間に差があるので、月収

ベースにするとかなりの差があって、時間給ということで時給ベースで換算した一覧表な

のですけれども、一般労働者の正社員の方が一番高く、次いで短時間労働者の正社員、あ

と一般労働者の非正社員、短時間労働者の非正社員といったような形で賃金についての差

があります。ただ、これは必ずしも同一労働をしてこれだけの差があるかというとそうで

もなくて、ついている職種が違うとか役職が違うというような要素もありますので、単純

にこれだけが同一労働同一賃金における差であるということではありませんが、同じよう

な働き方をしても正規と非正規の方の間ではやはり賃金に差があるという現状もあります。 

 続きまして、８ページに行きまして、それではそういった非正規の方を今後どんなふう

にしたらいいかということでは、私どもでは非正規と大きいくくりにしても、その中には

２種類の方があると思っています。本来、正規で働きたいのだけれども正規で働けなくて

非正規で働いている方、これがいわゆる不本意非正規というものです。あとは、いろんな

家庭の事情、あるいは御本人の体力の問題等で非正規の働き方を自ら選択された方も当然

あると思います。それで、不本意の人につきましては正社員転換を図っていきたい。ある

いは正社員ではなくても雇用の安定ということで無期雇用ということを考えていきたい。

あとは、非正規で働きたいという方については非正規の働き方の中での賃金アップという

ことを考えていきたいということであります。 

 こういうことに向けては、これも後でもう少し詳しく説明いたしますけれども、各種助

成金の支給を行ったり、あとは今年の４月１日から適用になるのですけれども、法律の中

で無期転換ルール、５年を超えて有期契約が反復、継続している場合は無期の契約に転換

できるというルールが今度発動することになっております。また、それ以外にも同一労働

同一賃金についてのガイドライン案ということで、どういうものは合理的な差と言えるの

か、どういうものは合理的な差とは言えないかというような考え方をまとめたものをつく

って、公表しております。 

 続きまして、次の９ページからは中小企業についてちょっとコメントしております。現

在の日本の状況を見てみますと、働いている方の約７割が中小企業あるいは小規模事業所

で働いておりますので、中小企業において働き方改革を推進するということが必要である

と政府としても思っております。また、少子高齢化で人手不足の影響を中小企業のほうで
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もかなり大きく受けておりますので、ぜひこの機会に働き方改革を中小企業でも実施され

て、魅力ある職場づくりに結びつけるということが非常に意義のあるということだと考え

ております。 

 では、中小企業、小規模事業所においてはどのような課題があるかということが９ペー

ジの下の囲みであります。私が本日これまで話してきたような働き方改革がなぜ必要なの

かということをまず中小企業にもお知らせする必要がありますし、また賃金制度ですとか

取引条件の改善、生産性の向上等についても取り組む必要があるということです。 

 では、具体的にどういうことを考えていけばいいのかというのが次の 10ページです。長

時間労働につきましても、人手不足という現場の中で働く時間を短くするには、やはり効

率的な仕事にも取り組みを行わないといけない、あとは取引先からの要望に対応するため

に長時間労働になっているような状況がありますので、そのあたりも考えていかないとい

けない。 

 同一労働同一賃金につきましては、中小企業の場合、賃金体系が余りしっかりしていな

いようなところも間々見受けられますので、そのあたりもしっかり整備していく必要があ

るということで、次の 11ページにありますように、国としてはそこに書いてあるような、

まだ検討中の案ということもありますけれども、幾つかの対策を考えているところです。 

 一つは、働き方改革の理解を深めるための中小企業を支援するような活動を行うという

ことと、あとはさまざまな助成金を設けて企業における取り組みをバックアップしよう。

こういった助成金につきましては、大企業でも利用できるものも当然あるのですけれども、

中小企業が利用した場合は助成率を高めるというような工夫もしております。 

 具体的にどういうことをやっているかというのが次の 12ページと 13ページです。12ペ

ージの１番目につきましては、私がこれまで話してきたような内容についてインターネッ

トのサイトでもいろんな情報を取りまとめて紹介しております。また、２番目はこういっ

たようなさまざまな活動に取り組んでいるところにつきまして政府として認定して、好事

例ということで、認定された企業にとってメリット、目立つような形でのＰＲを行ってあ

げようというような仕組みがあります。 

 そして、次の 13ページでは、先ほどから助成金ということをお話ししてきたのですけれ

ども、ここに書いてあるものが全てではなく、まだほかにもありますけれども、代表的な

もので、労働時間の短縮に向けた取り組み、あるいは非正規労働者の処遇改善を行う、あ

とは仕事と家庭の両立の支援を行うとか、障害者や治療を要する労働者の就業改善を行う、

さらには、生産性向上を行って労働者の賃上げを行えば助成するとか、職場定着を実現さ

せた場合には助成するといったような各種の助成金を設けて、企業の後押しをしておりま

す。 

 続きまして 14 ページ、15 ページからは先ほど少しお話しした今度の通常国会に提出が

予定されております働き方改革の推進のための法案について、ごくごく簡単に御説明した

いと思います。これは各種の法律をまとめて変えるという一括法案になっておりまして、
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主な内容としましては 15ページにありますように、働き方改革に関する基本方針を法律の

枠組みの中で閣議決定ということで定めるというのが第１点。 

 ２番目が 16ページにありますように長時間労働の是正のための法律改正ということで、

36 協定については月 45 時間、年 360 時間が原則なのですけれども、先ほど申しました特

別条項、臨時的な特別の事象がある場合でも法律上の上限を設けるというものが非常に大

きな項目であります。あとは勤務間インターバルについての普及を図るとか、労働者の健

康を守るために産業医、産業保健機能を強化するというようなことも内容に盛り込まれて

おります。 

 17ページには同一労働同一賃金の関係で、今までパートタイム労働法の中で短時間労働

者とそれ以外の人との均衡を図るというふうに定められていたものを、パート労働者だけ

ではなくて有期の雇用者、つまり雇用期間が定められている労働者の間でも不合理な待遇

差を禁止するということであります。あとは、17ページの(２)にありますように、差があ

る場合、なぜ差があるかということについて事業主に説明義務があるという仕組みを組み

込もうというものであります。(３)につきましては、これらのことを担保するために労働

局長による助言や指導、そういったような裁判外での紛争解決の手続についても定めると

いうことであります。 

 参考２、参考３につきましては統計資料ですので、説明は省略したいと思います。 

 続きまして、資料２でこれまで言ったことに関しまして、岩手労働局でどのような取り

組みを行っているかということであります。まず、参考資料Ｂの目次を見ていただきたい

のですけれども、岩手労働局といたしましては、行政の最重点課題ということで東日本大

震災からの復興支援というのが１番目、２番目で働き方改革の推進などを通じた労働環境

の整備、生産性の向上、３番目で女性、若者、高齢者、障害者等の多様な働き手の参画と

いうことで、こういったような３本柱を行政として展開しております。 

 それで、また資料２に戻っていただきまして、３本柱の柱立てに沿った形で取り組み状

況を示しております。まず、１ページ目の東日本大震災からの復興に関しましては労働者

の保護ということで、労働災害の防止対策を徹底しております。 

 次に、２ページ目では労働条件の確保ということで、記載にありますように昨年は気仙

地域、大船渡労働基準監督署の管内で復興関係の過労死事案が発生しましたので、それを

受けて復興・復旧工事での安全確保、労働条件の確保ということで、気仙宣言というもの

を出したところなのですけれども、それを本年度は沿岸部全域に拡大する形で、リアス宣

言ということで拡大しておりまして、現在これに基づいて各工事現場で労働条件の確保対

策、ちゃんと休日を取るといったようなことを実施してもらっているところです。 

 また、雇用対策に関しましては、次の３ページと４ページにありますように、震災復興

関係の求人充足のために、求人・求職のマッチング機能強化ですとか、水産加工業者の人

手不足対策の強化というようなことに取り組んでいたり、また４ページにありますように、

県と連携する形で事業復興型雇用確保事業の実施にも取り組んでおります。 
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 ２つ目の柱の働き方改革の推進につきましては、先ほどから申しているように生産性の

向上、あるいは労働環境の整備ということが非常に重要なことになっております。まず、

５ページにありますように非正規の対策ということで、正社員転換、あるいは同一労働同

一賃金の実現に向けた待遇改善ということで助成金を設けたり、あと新しくできました非

正規雇用労働者待遇改善支援センターについては、今年度から開設したもので、上期の主

な取組と課題に書いておりますように、上期は利用が低調だったので、このあたりは私ど

もも少しＰＲ不足かなと思っておりまして、下期には非正規雇用労働者待遇改善支援セン

ターについての広報活動を実施しております。 

 また、キャリアアップ助成金につきましては５ページの中ほどにありますように、正社

員化コースは昨年度を上回るような申し込み、あるいは支給金額になっておりますが、人

材育成コースは昨年度は割と多かったので、その反動もあって 11月末現在では金額などが

少なくなっているのですけれども、件数については最終的には前年を上回る見込みであり

ます。今年は人材育成の小規模の活動が割と多かったので、金額的には前年よりは少なく

なると思いますけれども、このあたりも周知に努めていきたいと思っております。 

 続きまして、６ページにありますように、先ほどは震災復興の関係でも申しましたけれ

ども、震災復興だけでなくて、県内全域における過重労働の解消に向けた活動にも取り組

んでおります。上期におきましては、そこに書いてありますように時間外労働時間が 80

時間を超えている全事業所へ監督を行いました。是正が必要なところに対しては是正指導

を行っております。 

 ちなみに、この 80時間と申しますのは、私どもの労災で過労死事案、精神あるいは脳、

心臓の関係で働き過ぎと認定される基準が月 100 時間以上の残業、あるいは複数月で 80

時間を超える残業というものが一応の目安となっております。過労死につながりかねない

ということで、80時間というラインで実施したものであります。下期につきましてもシン

ポジウムを開催するなど、労使団体への取り組みをお願いしております。 

 続きまして７ページには、最低賃金審議会の場で、労使と公益委員の三者構成の審議会

の中で議論した結果、最低賃金の引き上げを推進して実施しているものでありますけれど

も、本年度につきましては前年度に比べ 22円、率にして 3.07％の引き上げということで、

近年の中では一番高い引き上げということになっております。また、賃金未払いとか最低

賃金違反が発生しないように監督指導も実施しております。 

 続きまして、８ページに参りたいと思います。働き方・休み方改善等ワーク・ライフ・

バランスの実施ということで、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、当県の労働者

の労働時間、あとは年次有給休暇の取得率は、全国的に見てもやはり長時間働き、あるい

は年次有給休暇の取得率が低いという状況です。このあたりにつきましては、局長や局の

幹部が個別の企業を訪問するとか、あとはコンサルタントというのが無料で活用できるよ

うな仕組みもありますので、そのような活動についてＰＲをしておりますし、８ページの

一番下の⑤に書いてありますように、県によるいわて働き方推進運動とも連携して活動を
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展開しているところです。 

 ９ページからは生産性向上等に対する対策です。まず、９ページに関しましては、生産

性向上を目指すためには企業の人材育成も大切であろうということで、人材育成の関係の

助成金とか在職者訓練を実施しております。あとは、少し前にマスコミ報道もされたとこ

ろですけれども、県の信用金庫協会と連携協定を結んで、金融機関の方が地域に密着した

活動をされておりますので、企業の実態をよく御存じであるということで、私どもの助成

金の支援と組み合わせたような形で、企業へのバックアップができないかということで、

信用金庫協会と連携協定を結んだところです。 

 続きまして、10ページでは、現在求人倍率も 11月の調整済みで 1.44倍になっておりま

して、かなり高い求人倍率で、人手不足の状況が続いております。その中でも建設、医療、

福祉等の業種においては人手不足の傾向がかなり強く見られますので、そのあたりについ

ては県でも取り組まれておりますけれども、岩手労働局といたしましても 10ページにある

ような各種の対策を実施しております。 

 11ページからは、地方自治体との協力関係です。県あるいは北上市と雇用対策協定を結

んだり、あとは盛岡市と就労支援についての一体的な事業を実施したり、あとはハローワ

ークに関しましてはふるさとハローワークということで、私どものハローワークだけでは

なくて、出張相談ができるようなところも設けておりますので、そういったところも活用

して実施しております。12ページには具体的な活動について幾つか記載しております。 

 13ページに移りまして、地域雇用対策の推進ということで、県と協力しまして、現在久

慈と二戸の地域において実践型地域雇用創造事業というのを実施しております。これにつ

きましても自治体等と協力して推進してまいりたいと思っているところです。 

 次の 14ページは、現在労働災害につきましては割と右肩上がりで増加を続けていて、平

成 27 年、28 年には若干減少したのですけれども、高どまりの状況になっておりまして、

平成 29年も前年と同じぐらいの水準で推移しておりますので、労働災害の防止ということ

で年末年始無災害運動ですとか交通労働災害防止とかに取り組んでいるところですし、ス

トレスチェック等についても昨年度新たに 50 人以上の事業所について義務化されたとこ

ろですので、その推進についてもしっかりやっていきたいと思っております。 

 次の 15ページからは多様な働き手の参画ということで、まず 15ページは女性の活躍推

進ということで何点か掲げております。１つはポジティブ・アクションというのを推進し

ております。あとは、仕事と家庭の両立支援ということで、育児・介護休暇等の指導、あ

るいは次世代育成支援対策推進法に基づく企業の行動計画の策定等、あとは県内の５つの

ハローワークで設置しているのですけれども、マザーズコーナーにおきまして、就職活動

の後押しをしている、あとは 16ページに行きまして、地方自治体と協力してさまざまな活

動を行っております。 

 その下からは若者の活躍推進ということで、現在高校卒業者の就職内定率 92.2％という

ことで非常に高い率になっておりますし、大卒が 71％、これも割と高い水準になっており
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ます。ただ、県内就職率は６割ちょっとということになっておりますので、県内の企業振

興ということでは県内就職の比率も引き上げていく必要があるのではないかと思っており

まして、このあたりにつきましては県と協力しながらさまざまな活動を実施しております。 

 17ページに具体的な活動について幾つか書いております。ジョブサポーターによる支援

ですとか合同面接会、あるいはサポートステーションによる連携とかさまざまな活動を展

開しております。 

 続きまして 18ページ、少子高齢化が続く中では高齢者の方にも活躍していただく必要が

あるということで、高齢者に対する定年延長、継続雇用についての促進を行っているとと

もに、19ページ中ほど、②の最初の枠囲みにありますように、盛岡のハローワークにおき

ましては 55歳以上の方を対象とした支援窓口を設置して、就職支援を行う等の活動を行っ

ております。 

 続きまして、20ページからは障害者、難病、がん患者等の活躍促進ということでありま

す。当県の障害者の雇用状況につきましては、真ん中のところにありますように雇用率が

2.16％ということで、現在の法定雇用率の２％を全体の平均ではクリアしているところで

ありますが、個別の事業所で見てみると雇用率未達成のところもまだ一定数ありますので、

そのような状況を踏まえながら、21ページにありますような就業支援とか、中小企業に対

する訪問指導等を実施しております。 

 また、がん患者につきましては治療と仕事の両立支援ということで、21ページの一番下

の右にありますように、岩手県地域両立支援推進チームというものを設置いたしまして、

医師会ですとか県とか、そういったような関係機関と連携する形で活動を展開しておりま

す。 

 22ページからは、重点項目には挙げていない各種の項目ということで、幾つか活動を記

載しておりますが、この中で 22ページの１、２、３は地域における総合労働行政機関とし

て、各種の行政を組み合わせた形で業務を展開しているという話です。 

 あと、23ページは広報の実施と、もう一つ、５番の労働法制の普及等に関する取り組み

ということで、現在日本では労働基準法といったような労働者の保護を図るような法律、

雇用保険法とか労働者災害補償保険法といったように、労働者の方が会社を辞めたり怪我

をしたときに補償するような法律とか、労働者を守るような仕組みがあります。ですけれ

ども、そのような知識がこれから働こうとする学生とか一般の労働者に浸透しているかと

いうと、必ずしもそういう状況ではないと思っておりますので、特に就職を控えた大学生

とか高校生に対して、そういったような労働法に関する知識とか、働くというのはどうい

うことなんだということについての教育を積極的に展開しているところです。 

 最後の 24ページですけれども、総合的な労働相談ということで、現在いわゆるパワハラ

ですとかセクハラ、あとはマタハラというのは妊娠、出産等をきっかけとしたハラスメン

トで、こういうものは単独である場合とか、幾つかの要素が絡んで、単純なセクハラある

いは単純なパワハラと言えないようなものもありますので、窓口を一本化して、さまざま
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な相談をノンストップで対応できるような体制を整えているところです。 

 また、職場での問題が起きた場合、裁判等に訴えると費用も時間もかかるということで

なかなか大変なのですけれども、労働局長によるあっせん、調停といったような手続があ

りまして、これは費用もかからずに早期の解決を目指すといったような制度でありますの

で、そういった制度の周知についても努めているところです。 

 以上、大変駆け足ではありましたけれども、働き方改革と、それに基づく労働局として

の業務活動の説明とさせていただきます。 

○川村伸浩委員長 大変貴重なお話ありがとうございました。 

 これより質疑、意見交換を行います。ただいまお話しをいただきましたことに関し、質

疑、御意見等がありましたらお願いいたします。 

〇福井せいじ委員 何点かあるのですけれども、まず１つ、働き方改革については私も否

定するものではないのですけれども、１つだけ聞きたいのは、日本はこれまで非常に資源

がない国で、働いてこそ稼ぐことができるのだ、あるいは国が維持できるのだということ

を私たちは小さいころから親父からも言われて、働くから何とか生きていけるんだぞと言

ってやってきたのですけれども、今からワーク・ライフ・バランスをとりながら豊かな暮

らしを実現していこうという意図は非常にわかるのですけれども、果たしてこれから国際

競争力という観点で、日本は働き方改革をどんどん進めていったら働く人がいなくなるの

ではないかと、稼ぐ力が非常に低下していくのではないかという懸念を私は一方で感じて

いるのですけれども、こういったことについてはいかがなものなのかということが１つで

す。 

 それからあと、生産性向上ということがまず前提にあって、働き方を改革をしなければ

いけないと私は思うのですけれども、いろんなシステム、助成金とか、あるいは省力化の

システム支援というのはあるのですけれども、生産性向上というのはある意味働き手の意

識の改革というのが必要ではないかと。私も中小企業・小規模事業者の経営者なのですけ

れども、給料を上げるということも一つなのですが、やっぱり経営者と働く方々とのコミ

ュニケーションをいかに高めていくか、会社の存続あるいは企業力を上げていくための理

念をいかに共有化するかということが本来の企業力を高める、あるいは生産性を高める根

本にあるのではないかなと思うので、システムの改革支援というのも必要ですが、コミュ

ニケーションをもっともっと図っていく、そういったものに対する支援も必要ではないか

なと私は思うのですが、そういった支援の形というのはあるのかなというのが１つです。 

 それから、世論形成は必要で、非常に大事だと思うのですけれども、実は私、酒の問屋

をやっているのですけれども、24時間 365日営業しているコンビニがある以上、休むこと

はできないというのが本当の現場の事情だと思っています。そういった意味では、最近正

月に百貨店、量販店が休むとか、あるいは少しずつ夜間の営業が減ってきているというの

は、我々にとっても長時間労働を短縮する一つの大きなきっかけになってきているのです

けれども、例えば 24時間 365日営業するものは自粛しようとか、そういった世論形成をし
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ていただければ我々も取り組みやすいのですけれども、そういった世論形成をする必要が

あるのではないかと思いますが、そういった観点はいかがなのかということが３つ目です。 

 最後に、高齢者の定年延長のことなのですけれども、これは例えば行政が率先して取り

組んでいく必要があるのではないかなと思うのですけれども、そういった取り組みについ

てはなされているのかどうか、ちょっとお聞きしたい。この４点であります。 

○久古谷敏行参考人 まずは、働き方改革自体も言ってみれば労働時間を短く、ちゃんと

休みなさいということを繰り返し言っているので、何となく、では働かなければいいのか

と誤解される向きもあるかもしれませんけれども、私どもはそういうことを言っているつ

もりはなくて、それは無駄な働く時間を無くしましょう。あとは生産性ということで、ど

うせ働くのだったらちゃんと生産性を高めましょうということで、働く時間は短くしても、

その中でしっかり働いて生産性を上げましょうということを申しているつもりであります。 

 労働者から見たら、残業せずに早く帰れ帰れというのは、要するにそれは決められたも

のを早く終えて、早く帰るのだということですので、２番目の御指摘のコミュニケーショ

ンのところにもかかってくるとは思うのですけれども、働き方改革というのは、要するに

少子高齢化が進んでいて、世の中で全体的に働く人も少なくなっていますと、いわば少な

い労働力のあちこちの企業からの取り合いですと。私どもがよく説明していることは、で

は働き手から見て労働条件のいいところと悪いところがあったらどちらを選択しますか、

あるいは働いている人たちはほかの企業の働き方を見て、その企業でずっと働きたいと思

いますかということで、それは決して働いている時間は遊んでいていいよという話ではな

いので、やはりきっちりと少ない中でやるには効率よく仕事をする必要があるのだ。仕事

のやり方で今できる範囲での工夫をして、いろんなスケジュールをきっちり合わすとか、

会議とかで長い時間かかっているものをもっと短くしたりとか、要するに密度濃く働いて

労働時間を短くしましょうと。ただ、私どものお願いとしては、密度濃く働いたので、労

働時間が短くなっても成果物は前と同じように出ているはずなので、要するに付加価値が

ついているはずなので、その付加価値の中からは労働者側にも一定の割合を返してあげて、

賃上げにも結びつけてくださいというお願いはしております。 

 今は同じような働き方をして単純に労働時間だけ短くなれば、労働者の側だって手取り

賃金が少なくなるというような不満は当然あると思います。ですけれども、私どもが申し

ているのは、同じ働き方をして、ただ単に残業時間を短くするのではなくて、効率よく働

いて、密度を高めた形で働いて、その分の成果は、今まで残業代で払っていた分を払わな

くてもいいという経営者にもメリットがありますし、また生産性を向上して利益が上がり

ますから、その利益が上がった分のある程度は労働者にも還元していただいて、企業、労

働者両方にメリットがあるような形での働き方改革を推進していただきたいなというのが

私どもの考えであります。 

 あと、３番目のコンビニが 24時間 365日でやっているのではないかという御指摘があり

ました。ただ、マスコミ報道を見てみますと全てということでないのですけれども、コン
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ビニの中でも一部は深夜の時間帯に人を張りつけたり、あとはずっと明かりをつけている

と経費がかかるので、効率の悪い時間帯は閉めようではないかというような動きも一部出

ていると思います。昔の高度成長期のころは、はっきり言ってどれだけ労力をつぎ込んで

も一定の成果が上がればいいのではないかということで各企業やっていて、全体のパイが

どんどん、どんどん大きくなってきたときはそれでもよかったと思うのです。つぎ込んだ

だけ、パイが大きくなった部分の成果も返ってきたので。ただ、今は少子高齢化というこ

とで、経済の規模は今よりもっと劇的に、右肩上がりに大きくなっていくということはち

ょっと考えにくいのかなと。上がるにしても少しずつ少しずつの拡大なので、つぎ込んだ

労力に見合うだけの成果が上がるような時代かというと、必ずしもそうではないのではな

いかというふうに思っております。 

 ただ、では 24時間 365日の働き方をして、成果、果実が上がる分野があるかないかとい

えば、分野によってはあるかと思いますので、一律そういうことをやるなという話でもな

いとは思いますので、委員がおっしゃられた、そういったような世論形成も必要ではない

かというような趣旨は十分に理解するものですけれども、やはりそれは一律国のほうが旗

振って、やめましょうというものではないのではないのかなと思います。 

 あと、高齢対策ということで、今国家公務員に関しては 60 歳定年ということで、60 歳

になると１回定年退職するのですけれども、国の場合は再雇用という仕組みがありまして、

その後 65 歳までは希望する者に対しては国の中での再雇用の場を提供するという仕組み

でやっております。ただ、これについても今国は定年年齢を延長しようかというような話

が出ているというマスコミ報道もありますけれども、ちょっと詳細な情報までは私どもに

入っておりませんが、今の年金制度が 65歳からの全額支給という仕組みになっていますの

で、それまでの収入保障ということでは、恐らく定年の引き上げというのは今後考えられ

ていく方策の一つであることは間違いないというふうに思っております。 

〇福井せいじ委員 なかなか大変なことだと思うのですけれども、実際現場というのは資

本主義の中でありますから競争関係もありますし、サービスを提供するということによっ

て生き残る、あるいはその企業も繁栄していく、継続していくということもあるので、非

常に大変だとは思うのですけれども、世論形成というのは本当に必要だと思います。実は

週休二日というものが定着してきて、私たちの暮らしもワーク・ライフ・バランスがとれ

るようになったと。実際に銀行が土曜日休みになったことによって、非常に僕らの流通環

境も実は休めるようになってきた。そういった意味では、世論形成というか、大企業ある

いはリーディング企業が、社会の中で中心をなす企業がそういった形で取り組んでいただ

ければ、我々中小企業も追随できるのかなということはあるので、ぜひとも世論形成とい

うか、大きなところから是正していっていただければありがたいなと思います。 

 それから、定年の延長というのも、これも誰がやるかというのを見守っているところは

あります。先ほど局長がおっしゃったように、年金と実収入の時間的な差がありますので、

これを埋めていただくのが非常に僕ら中小企業としても本当に必要なことなので、誰が最
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初にやってくれるのかなと、それを見守っていますので、ぜひともそういった取り組みも

推進していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○久古谷敏行参考人 私の答弁でうまく説明できなかった部分もあるのですけれども、今

おっしゃったような各企業の取り組みにつきましては、私どもとしても好事例集というこ

とで今いろんな情報を集めております。そういったものはインターネットのサイトですと

かパンフレットとか、小冊子をつくっていろいろ活動しているのですけれども、そのＰＲ

活動が十分かと問われると必ずしも十分ではない部分もありますので、本日の御指摘を踏

まえて、そういった活動についてもしっかりやっていきたいと思っております。 

〇髙橋元委員 私はがん対策にも取り組んでおりまして、そういう面では働きながら治療

を受けられるという体制の普及ですか、それらを含めて進めていただいていることに感謝

を申し上げたいと思います。 

 私からは外国人材の受け入れについてなのですが、昨年にはビッグニュースとして東芝

メモリが誘致になるということで、今年から２年ぐらいかけて工場建設、その後は１棟お

よそ 1,000人ぐらいであろうというふうな新たな雇用、また現在はデンソーでも工場をつ

くっていて、300 人ぐらいの雇用を見込んでいるというふうな話もあります。北上市を中

心とする花巻市から一関市管内では、誘致企業も少しずつあったりして、有効求人倍率も

かなり高くなってきて、これが恒常化しているという状況から、人手不足で私が以前勤め

ていた会社も採用するのに県北とか沿岸とか、そういったところを歩いておったのですけ

れども、今その地域も人手不足で、なかなか必要な人材が集まらないというふうなことで、

大変苦労されているようです。そういうことも含めて、外国人の人材の受け入れをどうす

るのだということもちょこちょこ話があったりしております。 

 それから、この間私の選挙区のエリアでは農業分野で、ベトナムから若い女性が３年間

ですけれども、何人か来ているのですけれども、渡航費用とか自分の祖国への仕送りとか

生活費で、とても今の給料では足りないということで、１人２人行方不明になっている人

があったり、あるいは食費を詰めて、本当に大変な状況だということで、見るに見かねて

近場の人がお米を差し入れしたとか、そういったことがあったりして、外国人の方々の受

け入れ態勢も問題なのかなということもあったりして、そういう労働環境もいろいろ問題

がある。この辺を労働局として、今県内にどれぐらいの外国人が来ていて、今後の見通し

をどのように持たれているのか。 

 それと併せて、５年先、10年先はもっと深刻な状況になるのではないかと私は危惧して

いるのですけれども、例えばＩＬＣなんかも誘致が決定すると建設労働者もまたさらに増

えていくというふうなことを含めて、手の足りないところはやはり外国人材に頼らざるを

得ないのではないかなと思っておりまして、５年先、10年先の求人計画とか、県内の各事

業所はきちっと検討されているのかどうか、その辺労働局としてどのように把握されてい

るのか、概略でも結構ですので、お伺いしたいと思います。 

○久古谷敏行参考人 まず、外国人の雇用状況なのですけれども、私どもで毎年 10 月末
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現在の状況を取りまとめて、大体翌年の１月末ぐらいに公表しているので、平成 29年につ

いては今集計中でこの場でお答えできないのですけれども、平成 28年 10月末現在で県内

の外国人労働者は 3,418人になっておりまして、水準としては過去最高になっております。 

 ちなみに、１年前に比べて 596人増加しております。もうちょっと申しますと、国籍別

に見ると中国の方が一番多くて全体の 39.2％、次いでベトナムが 22.4％、フィリピンが

15％といったようなところでありますし、在留資格別に見ますと、技能実習が全体の 58％、

あとは身分に基づく在留ということで、日本人の配偶者とか、あるいは永住権を持たれて

いるという方が全体の 23.3％、あとは専門的技術分野ということの在留資格が 10.3％、あ

とは留学生等による資格外活動が 7.5％といったような状況になっております。 

 現在の状況はこうなのですけれども、今後どうなるかについては私どもとしてもそう見

通しは持っているところではないのですけれども、これまでの状況から見ると今後も増加

していく可能性は高いなというふうに思っております。 

 あとは、御質問の一番の本題である、要するに外国人雇用について今後どう考えるかに

つきましては、国全体の話ですので、岩手労働局長の私が答えられる範囲をかなり超えて

いるところですけれども、ただ技能実習生が技能実習という名目で、実質、労働者として

の戦力を大分期待されているという部分については、いろいろマスコミ等からも問題提起

されているところですので、それについては恐らく今後国としての方針を固めた後に、国

会等での議論があるのではないかと思いますが、そこについては私の単なる推測でありま

すので、今後については展開はよくわからないというところが本当のところです。 

〇髙橋元委員 やはりこれから内陸の工業地域は本当に人材不足が深刻で、それがもとで

今度は地場の企業に影響するのではないかと。誘致企業は給料をどんどん上げる力を持っ

ているわけです。だから、給料をどんどん上げていくと地場の事業所から人を吸い上げら

れるような感じがしてしまうのですよね。そういうことで、人の奪い合いをされないため

に、一方では急場の人を集めるという人材確保がある。もう一方ではＡＩを中心とした産

業革命、これから本格的に起こるという話がありまして、その分野で自動化とかロボット

化をどんどん進めていって、不足の分をカバーしていくということ、これは長期的にはそ

っちのほうなのでしょうけれども、これを両方進めていかなければならない、そういう地

域課題があるように思っているのです。 

 そこのところで労働局が今後それをどう側面的に、この部分はサポートしていけるけれ

ども、ここはちょっと難しいなとか、いろいろあるのでしょうけれども、例えば先ほども

話題になっていました生産性の向上に向けた取り組みの中で、新たなロボットの導入とか、

それからオート化とか、そういったところの県内の取り組みの動向とか、あるいは最近こ

ういう事業が出てきているとか、その辺がありましたら御紹介いただきたい。 

○久古谷敏行参考人 御指摘の内容まではちょっと分析できていないところです。私ども

の政策としては当然企業での生産性向上の後押しということのほかに、新たな人材、求職

者の掘り起こしということで、１つは高齢者の方の就業機会の提供ということと、あとは
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女性の働く機会の拡張ということで、ちょっとお話ししましたマザーズコーナーというの

が北上とか水沢、一関、あとは当然盛岡にもありますし、あと沿岸で宮古にもありますの

で、そういったところを中心に子育てが一段落されたような女性の求職者としての登録と

いうのも、いろいろハローワークあるいは地方自治体とも協力してやっているところであ

りますので、そういった活動も地道に続けていきたいと思っております。 

 あともう一つ補足ということで、先ほど外国人材の受け入れ、政府の方針について私が

余り確信的なことは申せなかったのですけれども、参考資料のＡ、働き方改革実行計画の

後ろのほうの 21 ページ、後段、12 番に外国人材の受け入れについて、そこに書いてあり

ますように高度ＩＴ人材については積極的な受け入れをと、ただその一方、専門的、技術

的ではない、要するに一般の日本人の労働者の方と競合するような分野についてはさまざ

まな要素が考えられるので、国民的なコンセンサスをつくって考えていく必要があるだろ

うということになっておりますので、政府としては今問題点に一つ一つ解決策を考えない

と、なかなかそういったような受け入れというのは現状では結びつかないのかなというふ

うな状況であります。 

〇髙橋元委員 私は群馬県とかに、ブラジル系ですか、日系の三世とかああいったような

ところを１度視察に行って、暮らし方を見てきたのですけれども、今後ああいうことも想

定しながらまちづくりを進めて、行政側として受け入れ態勢をつくっていかなければなら

ないのかなと、そんな思いをしておりましたが、いずれ国においても早目にこういう指針

を出していただいて、地域が混乱しないように。コンセンサスはやっぱり必要だと思いま

すし、積極的にそういう機会を行政としては設ける必要があるというふうに思うので、今

後ともよろしくお願いいたします。 

〇軽石義則委員 生産性の向上をする中に、機械化、ＩＴ化、今のお話もありましたけれ

ども、技術の継承を含めて、技術、技能の修得というのはやはり時間がかかるもので、職

場でしっかりと継承していくためには人から人へというのが絶対なくならないと思うので

すけれども、一方成果主義の導入によって人材育成する経費を効率化するために、そうい

う部分の対応が手薄になってきているのではないかというふうに考えているのですが、人

材育成をする上で行政として支援しているものをどのようなものを考えられて、今まで実

施してきているのか。また、時代背景を踏まえて、今後人材が不足する中で、その人材育

成をどう位置づけて行政として考えているのか、まず１点お伺いをしたいと思います。 

 私は常日ごろから考えているのですけれども、定年延長というよりも長年の技術、技能、

ベテランの方を定年というところで区切るのではなくて、若者育成とベテランを組み合わ

せることによって、その企業で仕事をつないでいける、技術をつないでいけるというシス

テムができると思うのですけれども、その際に企業側の負担をいかに軽減するかというこ

とが課題になってくると思いまして、社会保険料含めて、それらの軽減措置があればもう

少し人を採用したいという声もあるのですが、それらにどのように対応していく考え方を

持っているのかお聞きしたいと思います。 
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 ３点目は、各種助成措置がいっぱいあるのですけれども、岩手県では年間どのぐらいの

件数があって、助成されている金額がどのぐらいあるものなのか、教えていただきたいと

思います。 

○久古谷敏行参考人 まず、訓練の関係をどう考えているかというのは、基本的には参考

資料Ｂで私どもの運営方針の概要を記述しておりますけれども、それの 11ページを見てい

ただきますと、職業能力開発行政の主要施策ということで幾つか書いてあります。１つは

公的職業訓練の実施ということで、私どものハローワーク、あるいは県の訓練校等で実施

されております職業訓練の推進ということで、あとはもう一つ、高齢・障害・求職者雇用

支援機構というところがありまして、そちらでやっている公的訓練があるのですけれども、

まずそちらのほうもそれをしっかりしていこうと。内容的には県の技術訓練校は地域のニ

ーズを反映された訓練科目ということになっておりますし、私どものハローワークで行っ

ております訓練につきましても求職者のニーズが高い分野を中心に訓練科目を設定してお

ります。 

 ２点目は、働き方改革の推進の一環ということで、キャリア支援、非正規労働者に対す

る訓練をしっかりやっていこうというのが大きな流れになっております。 

 ただ、今委員御質問の技術の継承ということがありますけれども、物づくり系につきま

しては先ほど申しました高齢・障害・求職者雇用支援機構の訓練校で物づくり系をやって

おりますし、あとは企業の中で企業内訓練をやる場合も後押ししております。個別企業の

ニーズに合わせたような訓練メニューの開発ということも、機構では今実施しております

ので、恐らくそういった制度についての周知不足も非常に大きいと思いますので、そのあ

たりについては企業のニーズに合わせたような職業訓練ということも、制約はあるのです

けれども、一定の枠組みの中で可能ですよという話は周知していきたいなというふうに思

っております。 

 あとは、定年延長の中、若者と高齢者を組み合わせてやる場合、高齢者の負担軽減とい

うのは具体的にどういうケースを考えるかということもあるのですけれども、その企業が

雇用されている方の賃金に対する直接助成というのは余り一般的に行っていない政策です

ので、申しわけありませんけれども、恐らくそういうのは現状ではなかなか難しいのかな

というふうに思っております。 

 あとは、助成金の支給実績は、私どももかなりの数の助成金を抱えているところでして、

トータルの金額はないのですけれども、資料２の５ページのところにはキャリアアップの

助成金と人材育成コースの助成金実績ということであって、委員はこれを見た上で全体は

というお話なのでしょうけれども、今回そのあたりの資料を取りまとめておりませんので、

また必要でしたら後ほど資料として提出したいと思います。 

〇軽石義則委員 なかなか答えづらいところを聞いているのは自分もわかっているので

すけれども、やっぱり職場の中でなければ、幾ら訓練校で基礎的なものを訓練したとして

も、現場、現場でそれぞれのものなり物づくりとか、物づくり以外でも営業面や事務含め
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てベテランの技というものはあるわけです。そういうものを職場の中で、１対１で教えれ

るような環境でなくなっているのは事実だし、人手不足もありますけれども、そういうと

ころも少し企業内で、まさに岩手の地場、中小の皆さんはそういう継承、継続をするもの

を多く持っているところもあるので、そこの支援策というのが見えてくればいいと私は思

っているのです。それは、全国どの都道府県でもそれぞれの特徴があると思うので、国一

本で制度をつくって、それに適合するものといってもなかなか見当たらなかったりするの

が１つと、あとそういう支援制度を活用するための担当職がいる会社なんていうのは余り

ないのです。なので、ホームページに掲示しているので見てやってくださいでは進まない、

これは県にも私は常にお願いしているのですけれども、国のほうからももう少し県、市町

村と連携をすれば、さらにそういう必要なところの手当が見えてくるし、できると思うの

です。そのことをぜひまた引き続き求めていきたいと思いますし、連携をとっていただけ

ればと思います。 

 助成金の金額がわからないのは、前々からよく、申請は受けますが、決定は国ですとい

つも聞いていますけれども、そこで、岩手でどのぐらいそういうものが活用されているの

かというのがわからなければ、県以下の行政がどういうものを使って、どういうふうに民

間の企業へ活発化、活性化していこうと思ってもわからないところがあるのです。ぜひそ

こは見える化してもらうことによって、さらに活用されていくと思うのです。その制度を

活用できれば企業を無くさなくても継続できたとか、さらに大きくできるのだということ

に気づかないまま消えていっているところがこの県内にも多くあるのではないかと思うの

で、ぜひその点さらに検討いただいて、いい案があったらぜひ教えてください。 

○川村伸浩委員長 ほかにございませんでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○川村伸浩委員長 本日は本当にお忙しいところ、久古谷様には働き方改革の必要性やそ

の実現に向けた対策等、また岩手労働局の取組み等、丁寧にお話をいただきまして、また

さまざまな質問にもお答えをいただきまして大変ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。（拍手） 

○川村伸浩委員長 委員の皆様には、次回の委員会運営等について御相談がありますので、

しばしお残りいただきたいと思います。 

 次に、４月に予定されております当委員会の調査事項についてでありますが、御意見は

ございますでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○川村伸浩委員長 特に御意見等がなければ当職に御一任願いたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○川村伸浩委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。 


